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第 二 十 三 条 （ 略 ）

２ 調 査 委 員 会 は 、 事 故 等 原 因 調 査 を 行 う た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 次 に 掲 げ

る 処 分 を す る こ と が で き る 。

一 事 故 等 原 因 に 関 係 が あ る と 認 め ら れ る 者（ 次 号 及 び 第 三 十 条 に お い て「 原

因 関 係 者 」 と い う 。）、 生 命 身 体 事 故 等 に 際 し 人 命 の 救 助 に 当 た っ た 者 そ

の 他 の 生 命 身 体 事 故 等 の 関 係 者（ 以 下「 生 命 身 体 事 故 等 関 係 者 」と い う 。）

か ら 報 告 を 徴 す る こ と 。

二 生 命 身 体 事 故 等 の 現 場 、 原 因 関 係 者 の 事 務 所 そ の 他 の 必 要 と 認 め る 場 所

に 立 ち 入 っ て 、 商 品 等 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 生 命 身 体 事 故 等 に 関 係 の あ る

物 件 （ 以 下 「 関 係 物 件 」 と い う 。） を 検 査 し 、 又 は 生 命 身 体 事 故 等 関 係 者

に 質 問 す る こ と 。

三 生 命 身 体 事 故 等 関 係 者 に 出 頭 を 求 め て 質 問 す る こ と 。

四 関 係 物 件 の 所 有 者 、 所 持 者 若 し く は 保 管 者 に 対 し そ の 提 出 を 求 め 、 又 は

提 出 物 件 を 留 め 置 く こ と 。

五 関 係 物 件 の 所 有 者 、 所 持 者 若 し く は 保 管 者 に 対 し そ の 保 全 を 命 じ 、 又 は

そ の 移 動 を 禁 止 す る こ と 。

六 生 命 身 体 事 故 等 の 現 場 に 、 公 務 に よ り 立 ち 入 る 者 及 び 調 査 委 員 会 が 支 障

が な い と 認 め る 者 以 外 の 者 が 立 ち 入 る こ と を 禁 止 す る こ と 。

３ 調 査 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 長 、 委 員 又 は 専 門 委 員 に

前 項 各 号 に 掲 げ る 処 分 を さ せ る こ と が で き る 。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 処 分 を す る 者 は 、 そ の 身 分 を 示 す

証 明 書 を 携 帯 し 、 か つ 、 生 命 身 体 事 故 等 関 係 者 の 請 求 が あ る と き は 、 こ れ を



提 示 し な け れ ば な ら な い 。

５ 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 処 分 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ

た も の と 解 し て は な ら な い 。

備 考 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ｂ ８ 又 は 日 本 産 業 規 格 X6 3 0 1「 識 別 カ ー ド ―

物 理 的 特 性 」 の 4. 5Ｉ Ｄ ― １ と す る 。




